
厚木市学校教育支援指導員規程 

 

（設置） 

第１条 いじめ、暴力行為、少年非行等の問題行動等に適切に対応し、学校への効果

的かつ機能的な支援の充実を図ることを目的とした学校支援プロジェクト推進事

業を推進するために学校教育支援指導員（以下「指導員」という。）を設置する。 

（身分） 

第２条 指導員は、地方公務員法（昭和25年法律第261条）第22条の２第１項に規定

する会計年度任用職員とする。 

（職務） 

第３条 指導員は、学校教育指導事務主管課長の指示及び監督の下、次に掲げる職務

を行う。 

(1) チーム会議等の開催及び運営に関すること。 

(2) チームの編成及びチーム員の要請に関すること。 

(3) チームの活動に関すること。 

(4) チームに係る関係機関等との連絡及び調整に関すること。 

(5) チーム編成に係る各小・中学校の情報収集等に関すること。 

(6) 教育活動及び学校経営の指導助言に関すること。 

(7) 教育相談に関すること。 

(8) その他教育長が必要と認めた事項 

（定数） 

第４条 指導員の定数は、１人とする。 

（選考及び任用） 

第５条 指導員は、教育に関する識見を有し、市内の実情に通じた者のうちから、教

育委員会が選考し、任用する。 

（任期） 

第６条 指導員の任期は、１年とする。ただし、年度の途中において任用された指導

員の任期は、その年度の末日までとする。 

２ 指導員は、再任されることができる。 

（勤務日数及び勤務時間） 

第７条 指導員の勤務日数は、１月につき 15日とする。 

２ 指導員の勤務時間は、１日当たり７時間とする。 

３ 教育委員会は、必要があると認めるときは、指導員の勤務日数及び勤務時間を変

更することができる。 

（信用失墜行為の禁止等) 

第８条 指導員は、その信用を失墜させるような行為をしてはならない。 

２ 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

 



附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


